
団体名称

代表者

団体所在地

■　目標値の達成度

□指標：住宅使用料収納率
27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 合計

目標値 87.69 87.69 87.69 87.69 26,877 -
実績値 88.87 88.64 88.92 89.06 29,130 -

差 1.18 0.95 1.23 1.37 2,253 -

■　モニタリングの総合コメント

■　今後の業務改善に向けた考え方

令和元年度　指定管理者モニタリングレポート

施設名

所在地

一般社団法人　山口県公営住宅管理協会

下関市武久町一丁目４３番４号

代表理事　林　成吉指定管理者

　指定管理者制度導入３期目(11年度目)に当たる令和元年度から、目標値の設定を前年度の個別訪問による収納額
(基準収納額)を基準とする算定方法に変更いたしました。これにより、指定管理者の責任及び成果を明確にし、よ
り一層収納意欲を向上させるものとなりました。その結果、基準収納額(26,877千円)を超える収納実績(29,130千
円)を達成いたしました。

下関市内108施設

市営住宅等

　ＴＥＬ　：　０８３　－　２３１　－　４１０１

　Ｅ－ｍａｉｌ　：　ksjutaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

担当部課
（問合せ先）

モニタリングの
実施方針・方法

等

　本施設の管理運営業務の確認に当たっては、管理運営状況を事業報告書、実地調査、
指定管理者へのヒアリング等により把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された項目ごとに、次葉のとお
り、具体的な業務の実施状況等についての確認結果をコメントしたうえで、「モニタリ
ングの総合コメント」及び「今後の業務改善に向けた考え方」を記載しました。
　また、毎月の業務報告書並びに週間及び月間の苦情処理報告書により、指定管理者の
業務実施状況と建物の維持補修状況を確認しています。

　建設部住宅政策課

（単位：％ ※令和元年度は千円）

　市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、市民生活の安
定と社会福祉の増進に寄与することを目的として設置されています。また、特定公共賃貸住宅は中堅所得者に対し
て、高齢者向け公共賃貸住宅は高齢者に対して、居住環境の良好な賃貸住宅の供給を図ることを目的として設置さ
れています。
　施設の維持管理及び入退去業務については、適切に実施されていました。また、インセンティブ(報奨)を設定し
ている家賃収納業務につきましては、令和元年度から算定方法を変更し、より一層収納意欲を向上させるものとし
た結果、基準収納額を大幅に超える収納実績を達成いたしました。以上から総合的に判断して良好と評価します。
　業務内容については、関係法令等を遵守して遂行しており、入居者からの苦情にも迅速に対応していました。ま
た、高齢の単身入居者への訪問を行うなど、社会貢献活動にも継続的に取り組んでいました。今後も民間住宅の賃
貸実績がある指定管理者の特色を活かしながら、さらなる運営の充実を図ることを期待しています。
　事業収支は、適正な範囲であり、経営状況も問題ありません。

　令和２年度も、市営住宅等の設置目的を達成するため、業務の質の更なる向上と充実を図り、入居者が安心して
暮らすことができる住環境づくりの推進を求めます。ハード面では、施設の老朽化が進行し、修繕費用が増加する
状況において、限られた予算の中で、緊急性を見極め、適宜、緊急修繕を行いながら、住宅困窮者へ供給する空家
修繕戸数の確保を求めます。ソフト面では、令和元年度から目標値の算定方法を変更しましたが、引き続き目標値
の現状維持又は向上を求め、収納額の増加を図ります。加えて、近年増えている高齢の単身入居者に対して、継続
的に見守り、訪問することを求め、高齢者の孤立化の防止を図ります。



基本的な考え方（施設の性格・目的等との合致、市民の平等な利用の確保、施設の効用発揮）

　合目的性・公平性・効果性

　各施設の維持管理については、関係法令等に基づき適切に行われていました。入居希望者に対して
は、懇切丁寧な説明を行っていました。募集する空家の修繕や緊急性の高い修繕については、施設の老
朽化が進み、修繕単価の上昇や修繕件数が増加する状況に苦慮しながらも、入居者の安全の確保と募集
空家の供給に努めていました。

業務内容

　公営住宅法施行規則等の関係法令に則り、事業運営に関する業務が適切に実施されていました。ま
た、本市との連絡調整会議(年２回)を開催し、情報の共有、懸案事項の協議等を行い、業務連携を図っ
ていました。

　責任性・実行性（施設の運営体制や組織）

　本部職員８名と１１支部で施設運営に当たっています。理事会や管理責任者会議等を定期的に開催
し、組織内の意思統一や情報の共有化を図っていました。また、施設の維持管理・修繕等を計画的に
行っており、入居者からの苦情等に対して迅速に対応していました。

　機能性・独創性（事業への具体的な取組み方）

　明瞭性・規律性（適正な事務や経理）

　継続的に指導している住宅使用料等の領収書交付から金融機関への入金までの日数の短縮について
は、改善されていますが、速やかに入金できない場合、その理由の明確化などが求められます。領収書
や経理関係書類の整理保管は適正に行われており、月次及び年次報告も期限内に行われていました。

　事業収支については、当初の事業計画に基づき、適正に執行されており、経営努力により黒字となっ
ていました。また、インセンティブ(報奨)に係る基準収納額(26,877千円)を超える収納実績(29,130千
円)を達成し、特別管理料の支払いを受けました。
　安定的かつ継続的に市営住宅等を管理運営できる範囲内であると認められます。

団体の経営状態

　経営の健全性

　指定管理者から提出された財務諸表等を分析した結果、財務状況については、特に大きな課題や問題
はないため、経営状態は健全と判断しました。

　安全性（安全管理、緊急時等の対応）

　本部から各支部への迅速な連絡体制を整えており、夜間及び休日においても緊急対応(安否確認を含
む。)していました。入居者の安全で快適な住環境のため、設備の保守点検、修繕等も適切に行われてお
り、経緯や実施状況も市へ定期的に報告していました。

　社会性（環境等への配慮）

　高齢の単身入居者が増加している状況において、平成２４年に本市と協定書を締結した「高齢者見守
り隊」として、積極的に訪問を行い、継続的に社会貢献活動に取り組んでいました。

事業収支

　経済性



団体名称

代表者

団体所在地

■　目標値の達成度

□指標：住宅使用料収納率（平成30年度以前）、個別訪問による収納額（令和元年度以降）
28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和２年度

目標値 87.69 87.69 87.69 26,877 28,510
実績値 88.64 88.92 89.06 29,130 28,550

差 0.95 1.23 1.37 2,253 40
（単位：％ ※令和元年度以降は千円）

■　モニタリングの総合コメント

■　今後の業務改善に向けた考え方

令和２年度　指定管理者モニタリングレポート

施設名

所在地

一般社団法人　山口県公営住宅管理協会

下関市武久町一丁目４３番４号

代表理事　林　成吉指定管理者

　指定管理者制度導入３期目(11年度目)に当たる令和元年度から、指定管理者の責任及び成果を明確にするため、目
標値の算定方法を前年度の個別訪問による収納額(基準収納額)を基準とする方法といたしました。令和２年度は、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響があったものの、目標値を超える収納実績を達成しました。

下関市内105施設

市営住宅等

　ＴＥＬ　：　０８３　－　２３１　－　４１０１

　Ｅ－ｍａｉｌ　：　ksjutaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

担当部課
（問合せ先）

モニタリングの
実施方針・方法

等

　本施設の管理運営業務の確認に当たっては、管理運営状況を事業報告書、実地調
査、指定管理者へのヒアリング等により把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された項目ごとに、次葉のとお
り、具体的な業務の実施状況等についての確認結果をコメントしたうえで、「モニタ
リングの総合コメント」及び「今後の業務改善に向けた考え方」を記載しました。
　また、毎月の業務報告書並びに週間及び月間の苦情処理報告書により、指定管理者
の業務実施状況と建物の維持補修状況を確認しています。

　建設部住宅政策課

基本的な考え方（施設の性格・目的等との合致、市民の平等な利用の確保、施設の効用発揮）

　市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、市民生活の安定
と社会福祉の増進に寄与することを目的として設置されています。また、特定公共賃貸住宅は中堅所得者に対して、
高齢者向け公共賃貸住宅は高齢者に対して、居住環境の良好な賃貸住宅の供給を図ることを目的として設置されてい
ます。
　施設の維持管理及び入退去業務については、適切に実施されていました。また、インセンティブ(報奨)を設定して
いる家賃収納業務については、令和元年度から算定方法を変更し、より一層収納業務への意欲を向上させるものとし
ましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もありインセンティブの支払いにはいたりませんでし
た。しかし、厳しい状況ながら目標値は達成しているため、総合的に判断して良好と評価します。
　業務内容については、関係法令等を遵守して遂行しており、入居者からの苦情にも迅速に対応していました。ま
た、高齢の単身入居者への訪問を行うなど、社会貢献活動にも継続的に取り組んでいました。今後も民間住宅の賃貸
実績がある指定管理者の特色を活かしながら、さらなる運営の充実を図ることを期待しています。
　なお、事業収支は、適正な範囲であり、経営状況も問題ありません。

　令和３年度も、市営住宅等の設置目的を達成するため、業務の質の更なる向上と充実を図り、入居者が安心して暮
らすことができる住環境づくりの推進を求めます。ハード面では、施設の老朽化が進行し、修繕費用が増加する状況
において、限られた予算の中ではありますが、緊急性を見極め、適宜、緊急修繕を行いながら、住宅困窮者へ供給す
る空家修繕戸数の確保を求めます。ソフト面では、住宅使用料収納額について目標値の現状維持又は向上を求めま
す。また、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が想定されることから、新しい生活様式に即した対面が不要と
なる口座振替の勧奨件数によるインセンティブを設定し、収納額全体の増加を求めます。
　加えて、近年増えている高齢の単身入居者に対して、継続的に見守り、訪問することを求め、高齢者の孤立化の防
止を求めます。

　合目的性・公平性・効果性

　各施設の維持管理については、関係法令等に基づき適切に行われていました。入居希望者に対して
は、懇切丁寧な説明を行っていました。募集する空家の修繕や緊急性の高い修繕については、施設の老
朽化が進み、修繕単価の上昇や修繕件数が増加する状況に苦慮しながらも、入居者の安全の確保と募集
空家の供給に努めていました。



業務内容

　公営住宅法施行規則等の関係法令に則り、事業運営に関する業務が適切に実施されていました。ま
た、本市との連絡調整会議(年２回)を開催し、情報の共有、懸案事項の協議等を行い、業務連携を図っ
ていました。

　責任性・実行性（施設の運営体制や組織）

　本部職員８名と１１支部で施設運営に当たっています。理事会や管理責任者会議等を定期的に開催
し、組織内の意思統一や情報の共有化を図っていました。また、施設の維持管理・修繕等を計画的に
行っており、入居者からの苦情等に対して迅速に対応していました。

　機能性・独創性（事業への具体的な取組み方）

　明瞭性・規律性（適正な事務や経理）

　施設の維持管理等に係る支出については、書類に若干の不備が認められたため改善が必要です。領収
書や経理関係書類の整理保管は適正に行われており、月次及び年次報告も期限内に行われていました。

　事業収支については、若干の赤字となっていましたが、当初の事業計画に基づき適正に執行されてお
り安定的かつ継続的に市営住宅等を管理運営できる範囲内であると認められます。

団体の経営状態

　経営の健全性

　指定管理者から提出された財務諸表等を分析した結果、財務状況については、特に大きな課題や問題
はないため、経営状態は健全と判断しました。

　安全性（安全管理、緊急時等の対応）

　本部から各支部への迅速な連絡体制を整えており、夜間及び休日においても緊急対応(安否確認を含
む。)を行っていました。入居者の安全で快適な住環境のため、設備の保守点検、修繕等も適切に行わ
れており、経緯や実施状況も市へ定期的に報告していました。

　社会性（環境等への配慮）

　高齢の単身入居者が増加している状況において、平成２４年に本市と協定書を締結した「高齢者見守
り隊」として、積極的に訪問を行い、継続的に社会貢献活動に取り組んでいました。

事業収支

　経済性



団体名称

代表者

団体所在地

■　目標値の達成度

□指標：個別訪問による収納額（令和元年度以降）
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

目標値 26,877 28,510 26,526 25,273 -
実績値 29,130 28,550 27,257 - -

差 2,253 40 731 - -
（単位：千円）

■　モニタリングの総合コメント

■　今後の業務改善に向けた考え方

令和３年度　指定管理者モニタリングレポート

施設名 市営住宅等

所在地 下関市内103施設

一般社団法人　山口県公営住宅管理協会

代表理事　林　成吉

下関市武久町一丁目４３番４号

　建設部住宅政策課

　ＴＥＬ　：　０８３　－　２３１　－　４１０１

　Ｅ－ｍａｉｌ　：　ksjutaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

指定管理者

モニタリングの
実施方針・方法

等

　本施設の管理運営業務の確認に当たっては、管理運営状況を事業報告書、実地調査、
指定管理者へのヒアリング等により把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された項目ごとに、次葉のとお
り、具体的な業務の実施状況等についての確認結果をコメントしたうえで、「モニタリ
ングの総合コメント」及び「今後の業務改善に向けた考え方」を記載しました。
　また、毎月の業務報告書並びに週間及び月間の苦情処理報告書により、指定管理者の
業務実施状況と建物の維持補修状況を確認しています。

担当部課
（問合せ先）

　指定管理者制度導入３期目(11年度目)に当たる令和元年度から、指定管理者の責任及び成果を明確にするため、目
標値の算定方法を前年度の個別訪問による収納額(基準収納額)を基準とする方法といたしました。令和３年度は、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響があったものの、目標値を超える収納実績を達成しました。

　市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、市民生活の安定
と社会福祉の増進に寄与することを目的として設置されています。また、特定公共賃貸住宅は中堅所得者に対して、
高齢者向け公共賃貸住宅は高齢者に対して、居住環境の良好な賃貸住宅の供給を図ることを目的として設置されてい
ます。
　施設の維持管理及び入退去業務については、適切に実施されていました。また、インセンティブ(報奨)を設定して
いる家賃収納業務については、令和元年度から算定方法を変更し、より一層収納業務への意欲を向上させるものとし
ました。令和３年度は令和２年度に続き新型コロナウイルス感染症の影響があるなど非常に厳しい状況であったにも
かかわらず、目標値を超える収納実績を達成しているため、良好と評価します。
　業務内容については、関係法令等を遵守して遂行しており、入居者からの苦情にも迅速に対応していました。ま
た、高齢の単身入居者への訪問を行うなど、社会貢献活動にも継続的に取り組んでいました。今後も民間住宅の賃貸
実績がある指定管理者の特色を活かしながら、さらなる運営の充実を図ることを期待しています。
　なお、事業収支は、適正な範囲であり、経営状況も問題ありません。

　令和４年度も、市営住宅等の設置目的を達成するため、業務の質の更なる向上と充実を図り、入居者が安心して暮
らすことができる住環境づくりの推進を求めます。ハード面では、施設の老朽化が進行し、修繕費用が増加する状況
において、限られた予算の中ではありますが、緊急性を見極め、適宜、緊急修繕を行いながら、住宅困窮者へ供給す
る空家修繕戸数の確保を求めます。ソフト面では、住宅使用料収納額の更なる増加を求めます。また、引き続き新型
コロナウイルス感染症の影響が想定されることから、新しい生活様式に即した対面が不要となる口座振替の勧奨件数
によるインセンティブを設定し、収納額全体の増加を求めます。
　加えて、近年増えている高齢の単身入居者に対して、継続的に見守り、訪問することを求め、高齢者の孤立化の防
止を求めます。



基本的な考え方（施設の性格・目的等との合致、市民の平等な利用の確保、施設の効用発揮）

　合目的性・公平性・効果性

業務内容

　機能性・独創性（事業への具体的な取組み方）

　責任性・実行性（施設の運営体制や組織）

　明瞭性・規律性（適正な事務や経理）

　安全性（安全管理、緊急時等の対応）

　社会性（環境等への配慮）

事業収支

　経済性

団体の経営状態

　経営の健全性

　各施設の維持管理については、関係法令等に基づき適切に行われていました。入居希望者に対しては、
懇切丁寧な説明を行っていました。募集する空家の修繕や緊急性の高い修繕については、施設の老朽化が
進み、修繕単価の上昇や修繕件数が増加する状況に苦慮しながらも、入居者の安全の確保と募集空家の供
給に努めていました。

　公営住宅法施行規則等の関係法令に則り、事業運営に関する業務が適切に実施されていました。また、
本市との連絡調整会議(年２回)を開催し、情報の共有、懸案事項の協議等を行い、業務連携を図っていま
した。

　本部職員８名と１１支部で施設運営に当たっています。理事会や管理責任者会議等を定期的に開催し、
組織内の意思統一や情報の共有化を図っていました。また、施設の維持管理・修繕等を計画的に行ってお
り、入居者からの苦情等に対して迅速に対応していました。

　住宅使用料等の収入、施設の維持管理等の支出について概ね適正に処理されています。また、月次及び
年次報告も期限内に行われていました。

　本部から各支部への迅速な連絡体制を整えており、夜間及び休日においても緊急対応(安否確認を含
む。)を行っていました。入居者の安全で快適な住環境のため、設備の保守点検、修繕等も適切に行われ
ており、経緯や実施状況も市へ定期的に報告していました。

　高齢の単身入居者が増加している状況において、平成２４年に本市と協定書を締結した「高齢者見守り
隊」として、積極的に訪問を行い、継続的に社会貢献活動に取り組んでいました。

　事業収支については、経営努力により黒字となっており、当初の事業計画の範囲内において適正に執行
されていました。安定的かつ継続的に市営住宅等を管理運営できる範囲内であると認められます。

　指定管理者から提出された財務諸表等を分析した結果、財務状況については、特に大きな課題や問題は
ないため、経営状態は健全と判断しました。
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